
はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券
区内指定施術所(割引券郵送時一覧を同封)で
１回1,000円の自己負担額で利用できる割引券
(3回分)の申し込みを受け付けます。

1次のいずれかに該当し、保険料の未納がな
い方①昭和26年8月2日～32年4月1日生まれ
で大田区国民健康保険に加入している
②後期高齢者医療制度に加入している
67月1～31日(消印有効)に問合先へ封書か
はがき(記入例参照。生年月日も明記)
7①国保年金課管理係
t5744-1208f5744-1516
②国保年金課後期高齢者医療給付担当
t5744-1254f5744-1677
①②(〒144-8621大田区役所)

27月9・23日、8月13・27日(木)午後7時まで
3区役所本庁舎4階
7特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、
軽自動車税＝納税課収納推進担当
f5744-1517(共通)
整理大森t5744-1200
整理調布t5744-1201
整理蒲田t5744-1202
整理区外t5744-1203
国民健康保険料＝国保年金課
f5744-1516(共通)
国保料収納担当(納付相談)t5744-1697
国保資格係(手続き)t5744-1210
※国保資格係の夜間の電話対応は
行っていません

7生活衛生課環境衛生担当
t5764-0694f5764-0711

7大田区ひきこもり支援室SAPOTA
t6459-6715f6459-6714

1区内在住・在勤・在学で60歳以上の方
26月30日（火）
①午前10時～正午②午後1時30分～3時30分
5先着各20名6問合先へ電話か来所
8洗足区民センター
t3727-1461f3727-1462

2026夏!体験ボランティア
区内の福祉施設・地域活動団体などで、短期間の
ボランティア活動を体験できます。

1区内在住・在勤・在学で小学生以上の方
※小学生は保護者同伴
28月1日（土）～31日（月）
67月4～16日（日曜を除く）に問合先へ来所
7（社福）大田区社会福祉協議会
t3736-5555f3736-5590

1区内在住で18歳以上の方
6問合先へ電話かFAXかEメール（記入例参照）
7（社福）大田区社会福祉協議会
t5703-8230f3736-5590
mkizuna@ota-shakyo.jp

絆サポーター
高齢者や産前産後などの世帯を訪問し、掃除・料
理・洗濯などの家事支援（週1・2回、30分～2時
間）する方を募集します（謝礼金有り）。

1次の全てに該当し、認定調査をおおむね月8
件以上できる方
①介護支援専門員か保健・医療・福祉に関する
専門的知識を有し、介護保険法施行規則で定
める資格を有する
②認定調査員新規研修を修了している
6問合先へ申込書（問合先HPから出力）と必
要書類を郵送か持参
7（社福）大田区社会福祉協議会
t5703-8233f3736-2030

要介護認定登録調査員
●業務内容＝区内全域での要介護認定調査

1区内在住か在勤で親族の法定後見申し立て
を検討中で、自らが成年後見人になることを予
定している方か成年後見人である方
2①7月11日②令和9年3月6日（土）午前9時
30分～午後0時30分
3大田区社会福祉センター
4各1,000円5先着各15名
6問合先へ電話。①6月22日②令和9年2月1日
から受け付け
7（社福）大田区社会福祉協議会
t3736-2022f3736-5590

1区内在住の65歳以上で医師などから運動制限
を受けていない方
9①7月14日(火)＝池上会館
②7月28日(火)＝六郷地域力推進センター
※どちらも午後2時～3時30分
5抽選で各30名6電子申請。問合先へ往復は
がき(記入例参照)も可。6月26日必着
7高齢福祉課高齢者支援担当
(〒144-8621大田区役所)
t5744-1624f5744-1522

1区内在住・在勤・在学の方や団体
6問合先へ申請書(区HPやおおたまなびの森
HPから出力)を持参
7地域力推進課生涯学習担当
t5744-1443f5744-1518

1区内在住・在勤・在学の団体
5選考で8団体程度
6問合先へ申込書（問合先HPから出力）を持参
かFAX。電子申請も可。7月31日必着
7エセナおおた
t3766-4586f5764-0604

親族向け成年後見講座
法定後見の申し立て手続きから、家庭裁判所へ
の報告などの実務を学ぶ講座です。

大田区ひきこもり支援室SAPOTA
ひきこもりに関する悩みを相談できます。相談は
予約制です。詳細は問合先HPをご覧ください。

超簡単スマホ教室
スマートフォンの操作が分からない方やこれから購
入を考えている方向けの基本操作を学ぶ講習会です。

1スマートフォン、携帯電話、パソコンなどで配
信メールを受信できる方
●高齢者が行方不明になった時（家族・介護者）
①警察へ行方不明届を提出
②管轄の地域包括支援センターへ相談・メール
配信を依頼
③区から登録協力員へメールを配信
●高齢者見守りメール協力員（地域の皆さん）
※区HPからご登録ください
①区からメールを受信
②近所を可能な範囲で捜索
③本人と思われる人がいたら「何かお困りです
か」と声かけを行う
④110番通報（警察が保護）
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1268f5744-1522

高齢者見守りメールの登録
認知症などで外出先から戻れなくなった高齢者
の早期発見・保護につなげます。

7道路課道路台帳・認定・境界担当
t5744-1313f5744-1527

民有地と公道との境界を明らかにするために、対
象地区で現地調査と測量を行います。
●対象地区＝久が原一丁目全域

●調査時期＝7月～令和9年3月※対象地区の土地
を所有する方へ立ち会いや測量の案内を送付します

地籍調査を行います

令和７年度に現地調査・測量を行った対象地区で、
民有地と公道との境界の立ち会いを行います。
●対象地区＝大森北五丁目1～5番
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街区境界調査1

官民境界等先行調査2

7ごみ減量推進課事業推進担当
t5744-1628f5744-1550

廃食用油のリサイクルにご協力ください
廃食用油のリサイクルは、ごみ減量だけでなく
CO2削減にもつながります。家庭で使い終わった
食用油（廃食用油）を①店舗（SAF（持続可能な航
空燃料）の原料にリサイクル）②区施設（インクの
原料にリサイクル）で回収しています。回収場所・
方法は区HPをご覧ください。

お知らせ

7環境政策課環境政策担当
t5744-1365f5744-1532

ハクビシン・アライグマの被害に
お困りの方へ
ハクビシンなどの被害にお困りの方を対象に、箱
わなの設置による捕獲事業を実施しています。
●主な被害例＝ふん尿による悪臭の発生、足音・
鳴き声などの騒音、敷地内の果樹を食べられる
●相談専用電話
t5340-7176（午前9時～午後5時）

ハチに関する相談専用電話
私有地内の生活に支障のあるスズメバチの巣は、土
地や建物の管理者からの依頼で無料で撤去します。
そのほかのハチの巣は対処方法をお伝えします。
●相談専用電話t5747-4010
●開設期間＝6月22日～10月26日、午前9時～午
後5時（土・日曜、休日を除く)

7建築審査課建築指導担当
t5744-1387f5744-1557

緑化計画書の提出
敷地面積300㎡以上の建築物の新築・増築・改築
など、一定規模で該当する行為を行う場合に提出
が必要です。

26月29日(月)※定期清掃のため
t3766-4586f5764-0604

休館情報
●エセナおおた

固定資産税・都市計画税(第1期分)を納付書裏面
に記載されている金融機関やコンビニエンスストア
などで納めてください。
※インターネットバンキング、スマートフォン決済ア
プリ、パソコン・スマートフォンなどからのクレジット
カード納付も可
※納期限＝第1期分6月30日、第2期分9月30日、
第3期分12月28日、第4期分令和9年3月1日

都税事務所から

国保・年金・税

27月5日（日）午前10時～午後2時30分
8大森東福祉園
t3766-5760 f3766-5761

大森東福祉園まつり
ゲーム・即売・お食事コーナー・バザー・模擬店など。

夜間納付相談(7・8月)
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、軽
自動車税、国民健康保険料の支払いの相談を窓
口や電話で受け付けます。国民健康保険の加入・
喪失、資格確認書などの再交付手続きは窓口の
みで可能です。本人確認書類、証明書など必要書
類は区HPをご覧ください。

認知症予防講座
認知機能テストや認知症予防の講義、体操を行います。

募集・求人

大田区生涯学習ボランティア
詳細は区HPをご覧ください。

エセナフォーラム2026
ワークショップ・展示の実施団体
11月に開催される「エセナフォーラム」で、男女共
同参画に関する活動をワークショップや展示な
どで発表する団体を募集します。

6問合先へ申込書(問合先で配布。区HPから
も出力可)を郵送か持参。電子申請も可
7保育サービス課保育職員担当
t f

保育補助員(名簿登録制)
区立保育園でこどもの見守りや清掃など、保育士
の補助を行う仕事です(資格不要)。詳細は区HP
をご覧ください。

5744-1278 5744-1715

●閲覧・意見書受付期間＝6月23日まで
●閲覧場所＝①東京都第二本庁舎②区役所本庁
舎7階
●意見書の提出方法＝①へ郵送か持参。電子申請も可

7都市計画課計画調整担当
t5744-1333f5744-1530
東京都都市整備局都市計画課
t5388-3225f5388-1351

計画への意見
　 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第39号
線に関する都市計画変更案

●閲覧・意見書受付期間＝7月6日まで
●閲覧場所＝区HP、区政情報コーナー、問合先、
特別出張所
●意見書の提出方法＝電子申請。問合先へ持参か
郵送かFAXも可

7防災危機管理課防災危機管理担当
t5744-1236f5744-1519

　 大田区国民保護計画（素案）
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2

催し・講座

26月22日（月）午後1時～29日（月）正午
3区役所本庁舎1階
7エセナおおた
t3766-4586f5764-0604

男女共同参画週間展示
家庭や職場など日常生活で思わず共感してしまう
エピソードをイラストで紹介します。

1区内在住か在学で16歳以上の方27月12
日（日）午後1時～5時3入新井集会室4550円
5先着20名6電子申請。問合先へ電話か来所も可
7地域力推進課青少年健全育成担当
t5744-1223f5744-1518

こどもの熱中症対策と応急手当講座
屋外イベントなどでの熱中症対策や応急手当を
環境・こども・支援者の視点で考え、実践的対策と
救急搬送の判断基準を学びます。

1区内在住・在勤・在学の方
27月11日(土)午後5時～6時30分3Minto Ota
5抽選で30名程度6電子申請。6月30日締め切り
7(一財)国際都市おおた協会
t6410-7981f6410-7982

多文化交流会
外国人と日本人が対話を通じて地域の多文化共
生を考える交流イベントです。

27月16日(木)午後2時～4時3区役所本庁舎11階
7都市計画課計画調整担当
t5744-1333f5744-1530

27月31日(金)午後1時30分～3時
3区役所本庁舎2階
7健康医療政策課健康政策担当
t5744-1682f5744-1523

　 おおた健康プラン推進会議6

会議の傍聴

26月30日(火)午後1時45分～4時30分
3区役所本庁舎2階
7鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり担当
t5744-1356f5744-1526

　 まちづくり認定審査会

27月2日(木)午後1時30分～3時
3区役所本庁舎2階
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1250f5744-1522

　 大田区地域包括支援センター運営協議会

27月9日(木)午前10時～正午
3消費者生活センター
7環境政策課環境政策担当
t5744-1302f5744-1532

　 グリーンプランおおた推進会議

　 大田区移動等円滑化推進協議会

27月28日(火)午後3時～5時3エセナおおた
7人権・男女平等推進課人権・男女平等推進担当
t5744-1610f5744-1556

　 大田区男女共同参画推進区民会議
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27月31日(金)午後1時30分～3時30分
3消費者生活センター
7障害福祉課障害者支援担当
t5744-1700f5744-1592

　 大田区障がい者差別解消支援地域協議会7

詳細は区HPをご覧いただくかお問い合わせください。

28月2日(日)・22日(土)午前11時から
3オンライン
5両日合わせて先着500名

1申し込み日時点で大田区国民健康保険被
保険者
6電子申請。　 6月22日　 7月17日締め切り
7健康づくり課健康づくり担当
t5744-1393f5744-1523

27月25日(土)午後2時30分～4時
3東京大学伊藤国際学術研究センター
(文京区本郷7-3-1)

小学4～6年生向け
国保夏休み健康教室

1リアルワークショップ

オンラインワークショップ2
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1次の全てに該当する世帯
①12月28日までに新規で申し込みをした
※期間中に解約し、再度登録した世帯、年金の特
別徴収から口座振替の切り替えをした世帯は除く
②令和9年1月時点で国民健康保険に加入している
③国民健康保険料の未納がない
7国保年金課国保料収納担当
t5744-1209f5744-1516

国民健康保険料口座振替キャンペーン
キャンペーン期間中に口座振替の申し込みをした
方の中から抽選で200世帯に、2,000円分の区内
共通商品券をプレゼントします。手続きなど詳細
は区HPをご覧ください。

●消費者生活センター集会室など

210月1日(木)～5日(月)午後4時30分
※生活展で使用するため
t3736-7711f3737-2936

7大田都税事務所t3733-2411

高齢者の健康維持に関する専門家の
無料派遣
区内で介護予防の活動をしているか、これから活
動を始めようと考えている団体を対象に、リハビ
リの専門職が出張します。健康講話や体力測定、
リハビリの技術的指導など、活動へのアドバイス
を無料で行います。

165歳以上の方が原則10名以上の団体
6お住まいの地域を管轄する地域包括支援セン
ターへ電話
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1624f5744-1522

福祉・シニア

おおもり園入所の優先度評価
軽費老人ホームB型施設おおもり園では、身体や
住宅の状況などを考慮し、年2回（1・7月）の優先
度評価を行います。評価有効期間は申し込みから
6か月です。詳細はお問い合わせいただくか区HP
をご覧ください。

1次の全てに該当する方
①区内在住の60歳以上で収入が基準内である
②居宅での生活が困難
③独立して日常生活を営むことができ自炊が可能
④保証人を立てることができる
67月6～17日（必着）に問合先へ申込書（地域
包括支援センター、地域福祉課、問合先で配布）
を郵送か持参
7介護保険課介護保険担当
t5744-1258f5744-1551

6申込先（東急スポーツシステム㈱
mgyosei.wellnessline@tokyu-sports.co.jp）
へ申込書（区HPから出力）をEメール
7健康づくり課健康づくり担当
t5744-1683f5744-1523

出張健康講座
保健師や看護師、栄養士、歯科衛生士などが区内企業
の事業所や地域へ行き、無料で健康講座を行います。

おおた地域力発見ガイド2026
区内で行われている地域活動や、地域活動を応援
する区の事業などを掲載しています。これから地域
活動を始めたい方の道しるべになるとともに、地域
活動に興味を持つきっかけにもなる冊子です。
●配布場所＝micsおおた、こらぼ大森など
※区HPからも閲覧可

7地域力推進課区民協働・多文化共生担当
t5744-1204f5744-1323
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はり・きゅう・マッサージ・指圧施術割引券
区内指定施術所(割引券郵送時一覧を同封)で
１回1,000円の自己負担額で利用できる割引券
(3回分)の申し込みを受け付けます。

1次のいずれかに該当し、保険料の未納がな
い方①昭和26年8月2日～32年4月1日生まれ
で大田区国民健康保険に加入している
②後期高齢者医療制度に加入している
67月1～31日(消印有効)に問合先へ封書か
はがき(記入例参照。生年月日も明記)
7①国保年金課管理係
t5744-1208f5744-1516
②国保年金課後期高齢者医療給付担当
t5744-1254f5744-1677
①②(〒144-8621大田区役所)

27月9・23日、8月13・27日(木)午後7時まで
3区役所本庁舎4階
7特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、
軽自動車税＝納税課収納推進担当
f5744-1517(共通)
整理大森t5744-1200
整理調布t5744-1201
整理蒲田t5744-1202
整理区外t5744-1203
国民健康保険料＝国保年金課
f5744-1516(共通)
国保料収納担当(納付相談)t5744-1697
国保資格係(手続き)t5744-1210
※国保資格係の夜間の電話対応は
行っていません

7生活衛生課環境衛生担当
t5764-0694f5764-0711

7大田区ひきこもり支援室SAPOTA
t6459-6715f6459-6714

1区内在住・在勤・在学で60歳以上の方
26月30日（火）
①午前10時～正午②午後1時30分～3時30分
5先着各20名6問合先へ電話か来所
8洗足区民センター
t3727-1461f3727-1462

2026夏!体験ボランティア
区内の福祉施設・地域活動団体などで、短期間の
ボランティア活動を体験できます。

1区内在住・在勤・在学で小学生以上の方
※小学生は保護者同伴
28月1日（土）～31日（月）
67月4～16日（日曜を除く）に問合先へ来所
7（社福）大田区社会福祉協議会
t3736-5555f3736-5590

1区内在住で18歳以上の方
6問合先へ電話かFAXかEメール（記入例参照）
7（社福）大田区社会福祉協議会
t5703-8230f3736-5590
mkizuna@ota-shakyo.jp

絆サポーター
高齢者や産前産後などの世帯を訪問し、掃除・料
理・洗濯などの家事支援（週1・2回、30分～2時
間）する方を募集します（謝礼金有り）。

1次の全てに該当し、認定調査をおおむね月8
件以上できる方
①介護支援専門員か保健・医療・福祉に関する
専門的知識を有し、介護保険法施行規則で定
める資格を有する
②認定調査員新規研修を修了している
6問合先へ申込書（問合先HPから出力）と必
要書類を郵送か持参
7（社福）大田区社会福祉協議会
t5703-8233f3736-2030

要介護認定登録調査員
●業務内容＝区内全域での要介護認定調査

1区内在住か在勤で親族の法定後見申し立て
を検討中で、自らが成年後見人になることを予
定している方か成年後見人である方
2①7月11日②令和9年3月6日（土）午前9時
30分～午後0時30分
3大田区社会福祉センター
4各1,000円5先着各15名
6問合先へ電話。①6月22日②令和9年2月1日
から受け付け
7（社福）大田区社会福祉協議会
t3736-2022f3736-5590

1区内在住の65歳以上で医師などから運動制限
を受けていない方
9①7月14日(火)＝池上会館
②7月28日(火)＝六郷地域力推進センター
※どちらも午後2時～3時30分
5抽選で各30名6電子申請。問合先へ往復は
がき(記入例参照)も可。6月26日必着
7高齢福祉課高齢者支援担当
(〒144-8621大田区役所)
t5744-1624f5744-1522

1区内在住・在勤・在学の方や団体
6問合先へ申請書(区HPやおおたまなびの森
HPから出力)を持参
7地域力推進課生涯学習担当
t5744-1443f5744-1518

1区内在住・在勤・在学の団体
5選考で8団体程度
6問合先へ申込書（問合先HPから出力）を持参
かFAX。電子申請も可。7月31日必着
7エセナおおた
t3766-4586f5764-0604

親族向け成年後見講座
法定後見の申し立て手続きから、家庭裁判所へ
の報告などの実務を学ぶ講座です。

大田区ひきこもり支援室SAPOTA
ひきこもりに関する悩みを相談できます。相談は
予約制です。詳細は問合先HPをご覧ください。

超簡単スマホ教室
スマートフォンの操作が分からない方やこれから購
入を考えている方向けの基本操作を学ぶ講習会です。

1スマートフォン、携帯電話、パソコンなどで配
信メールを受信できる方
●高齢者が行方不明になった時（家族・介護者）
①警察へ行方不明届を提出
②管轄の地域包括支援センターへ相談・メール
配信を依頼
③区から登録協力員へメールを配信
●高齢者見守りメール協力員（地域の皆さん）
※区HPからご登録ください
①区からメールを受信
②近所を可能な範囲で捜索
③本人と思われる人がいたら「何かお困りです
か」と声かけを行う
④110番通報（警察が保護）
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1268f5744-1522

高齢者見守りメールの登録
認知症などで外出先から戻れなくなった高齢者
の早期発見・保護につなげます。

7道路課道路台帳・認定・境界担当
t5744-1313f5744-1527

民有地と公道との境界を明らかにするために、対
象地区で現地調査と測量を行います。
●対象地区＝久が原一丁目全域

●調査時期＝7月～令和9年3月※対象地区の土地
を所有する方へ立ち会いや測量の案内を送付します

地籍調査を行います

令和７年度に現地調査・測量を行った対象地区で、
民有地と公道との境界の立ち会いを行います。
●対象地区＝大森北五丁目1～5番
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街区境界調査1

官民境界等先行調査2

7ごみ減量推進課事業推進担当
t5744-1628f5744-1550

廃食用油のリサイクルにご協力ください
廃食用油のリサイクルは、ごみ減量だけでなく
CO2削減にもつながります。家庭で使い終わった
食用油（廃食用油）を①店舗（SAF（持続可能な航
空燃料）の原料にリサイクル）②区施設（インクの
原料にリサイクル）で回収しています。回収場所・
方法は区HPをご覧ください。

お知らせ

7環境政策課環境政策担当
t5744-1365f5744-1532

ハクビシン・アライグマの被害に
お困りの方へ
ハクビシンなどの被害にお困りの方を対象に、箱
わなの設置による捕獲事業を実施しています。
●主な被害例＝ふん尿による悪臭の発生、足音・
鳴き声などの騒音、敷地内の果樹を食べられる
●相談専用電話
t5340-7176（午前9時～午後5時）

ハチに関する相談専用電話
私有地内の生活に支障のあるスズメバチの巣は、土
地や建物の管理者からの依頼で無料で撤去します。
そのほかのハチの巣は対処方法をお伝えします。
●相談専用電話t5747-4010
●開設期間＝6月22日～10月26日、午前9時～午
後5時（土・日曜、休日を除く)

7建築審査課建築指導担当
t5744-1387f5744-1557

緑化計画書の提出
敷地面積300㎡以上の建築物の新築・増築・改築
など、一定規模で該当する行為を行う場合に提出
が必要です。

26月29日(月)※定期清掃のため
t3766-4586f5764-0604

休館情報
●エセナおおた

固定資産税・都市計画税(第1期分)を納付書裏面
に記載されている金融機関やコンビニエンスストア
などで納めてください。
※インターネットバンキング、スマートフォン決済ア
プリ、パソコン・スマートフォンなどからのクレジット
カード納付も可
※納期限＝第1期分6月30日、第2期分9月30日、
第3期分12月28日、第4期分令和9年3月1日

都税事務所から

国保・年金・税

27月5日（日）午前10時～午後2時30分
8大森東福祉園
t3766-5760 f3766-5761

大森東福祉園まつり
ゲーム・即売・お食事コーナー・バザー・模擬店など。

夜間納付相談(7・8月)
特別区民税・都民税・森林環境税(普通徴収)、軽
自動車税、国民健康保険料の支払いの相談を窓
口や電話で受け付けます。国民健康保険の加入・
喪失、資格確認書などの再交付手続きは窓口の
みで可能です。本人確認書類、証明書など必要書
類は区HPをご覧ください。

認知症予防講座
認知機能テストや認知症予防の講義、体操を行います。

募集・求人

大田区生涯学習ボランティア
詳細は区HPをご覧ください。

エセナフォーラム2026
ワークショップ・展示の実施団体
11月に開催される「エセナフォーラム」で、男女共
同参画に関する活動をワークショップや展示な
どで発表する団体を募集します。

6問合先へ申込書(問合先で配布。区HPから
も出力可)を郵送か持参。電子申請も可
7保育サービス課保育職員担当
t f

保育補助員(名簿登録制)
区立保育園でこどもの見守りや清掃など、保育士
の補助を行う仕事です(資格不要)。詳細は区HP
をご覧ください。

5744-1278 5744-1715

●閲覧・意見書受付期間＝6月23日まで
●閲覧場所＝①東京都第二本庁舎②区役所本庁
舎7階
●意見書の提出方法＝①へ郵送か持参。電子申請も可

7都市計画課計画調整担当
t5744-1333f5744-1530
東京都都市整備局都市計画課
t5388-3225f5388-1351

計画への意見
　 東京都市計画道路幹線街路補助線街路第39号
線に関する都市計画変更案

●閲覧・意見書受付期間＝7月6日まで
●閲覧場所＝区HP、区政情報コーナー、問合先、
特別出張所
●意見書の提出方法＝電子申請。問合先へ持参か
郵送かFAXも可

7防災危機管理課防災危機管理担当
t5744-1236f5744-1519

　 大田区国民保護計画（素案）

1

2

催し・講座

26月22日（月）午後1時～29日（月）正午
3区役所本庁舎1階
7エセナおおた
t3766-4586f5764-0604

男女共同参画週間展示
家庭や職場など日常生活で思わず共感してしまう
エピソードをイラストで紹介します。

1区内在住か在学で16歳以上の方27月12
日（日）午後1時～5時3入新井集会室4550円
5先着20名6電子申請。問合先へ電話か来所も可
7地域力推進課青少年健全育成担当
t5744-1223f5744-1518

こどもの熱中症対策と応急手当講座
屋外イベントなどでの熱中症対策や応急手当を
環境・こども・支援者の視点で考え、実践的対策と
救急搬送の判断基準を学びます。

1区内在住・在勤・在学の方
27月11日(土)午後5時～6時30分3Minto Ota
5抽選で30名程度6電子申請。6月30日締め切り
7(一財)国際都市おおた協会
t6410-7981f6410-7982

多文化交流会
外国人と日本人が対話を通じて地域の多文化共
生を考える交流イベントです。

27月16日(木)午後2時～4時3区役所本庁舎11階
7都市計画課計画調整担当
t5744-1333f5744-1530

27月31日(金)午後1時30分～3時
3区役所本庁舎2階
7健康医療政策課健康政策担当
t5744-1682f5744-1523

　 おおた健康プラン推進会議6

会議の傍聴

26月30日(火)午後1時45分～4時30分
3区役所本庁舎2階
7鉄道・都市づくり課鉄道・都市づくり担当
t5744-1356f5744-1526

　 まちづくり認定審査会

27月2日(木)午後1時30分～3時
3区役所本庁舎2階
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1250f5744-1522

　 大田区地域包括支援センター運営協議会

27月9日(木)午前10時～正午
3消費者生活センター
7環境政策課環境政策担当
t5744-1302f5744-1532

　 グリーンプランおおた推進会議

　 大田区移動等円滑化推進協議会

27月28日(火)午後3時～5時3エセナおおた
7人権・男女平等推進課人権・男女平等推進担当
t5744-1610f5744-1556

　 大田区男女共同参画推進区民会議

1

2

3

4

5

27月31日(金)午後1時30分～3時30分
3消費者生活センター
7障害福祉課障害者支援担当
t5744-1700f5744-1592

　 大田区障がい者差別解消支援地域協議会7

詳細は区HPをご覧いただくかお問い合わせください。

28月2日(日)・22日(土)午前11時から
3オンライン
5両日合わせて先着500名

1申し込み日時点で大田区国民健康保険被
保険者
6電子申請。　 6月22日　 7月17日締め切り
7健康づくり課健康づくり担当
t5744-1393f5744-1523

27月25日(土)午後2時30分～4時
3東京大学伊藤国際学術研究センター
(文京区本郷7-3-1)

小学4～6年生向け
国保夏休み健康教室

1リアルワークショップ

オンラインワークショップ2

1ー　　  どちらもー2
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1次の全てに該当する世帯
①12月28日までに新規で申し込みをした
※期間中に解約し、再度登録した世帯、年金の特
別徴収から口座振替の切り替えをした世帯は除く
②令和9年1月時点で国民健康保険に加入している
③国民健康保険料の未納がない
7国保年金課国保料収納担当
t5744-1209f5744-1516

国民健康保険料口座振替キャンペーン
キャンペーン期間中に口座振替の申し込みをした
方の中から抽選で200世帯に、2,000円分の区内
共通商品券をプレゼントします。手続きなど詳細
は区HPをご覧ください。

●消費者生活センター集会室など

210月1日(木)～5日(月)午後4時30分
※生活展で使用するため
t3736-7711f3737-2936

7大田都税事務所t3733-2411

高齢者の健康維持に関する専門家の
無料派遣
区内で介護予防の活動をしているか、これから活
動を始めようと考えている団体を対象に、リハビ
リの専門職が出張します。健康講話や体力測定、
リハビリの技術的指導など、活動へのアドバイス
を無料で行います。

165歳以上の方が原則10名以上の団体
6お住まいの地域を管轄する地域包括支援セン
ターへ電話
7高齢福祉課高齢者支援担当
t5744-1624f5744-1522

福祉・シニア

おおもり園入所の優先度評価
軽費老人ホームB型施設おおもり園では、身体や
住宅の状況などを考慮し、年2回（1・7月）の優先
度評価を行います。評価有効期間は申し込みから
6か月です。詳細はお問い合わせいただくか区HP
をご覧ください。

1次の全てに該当する方
①区内在住の60歳以上で収入が基準内である
②居宅での生活が困難
③独立して日常生活を営むことができ自炊が可能
④保証人を立てることができる
67月6～17日（必着）に問合先へ申込書（地域
包括支援センター、地域福祉課、問合先で配布）
を郵送か持参
7介護保険課介護保険担当
t5744-1258f5744-1551

6申込先（東急スポーツシステム㈱
mgyosei.wellnessline@tokyu-sports.co.jp）
へ申込書（区HPから出力）をEメール
7健康づくり課健康づくり担当
t5744-1683f5744-1523

出張健康講座
保健師や看護師、栄養士、歯科衛生士などが区内企業
の事業所や地域へ行き、無料で健康講座を行います。

おおた地域力発見ガイド2026
区内で行われている地域活動や、地域活動を応援
する区の事業などを掲載しています。これから地域
活動を始めたい方の道しるべになるとともに、地域
活動に興味を持つきっかけにもなる冊子です。
●配布場所＝micsおおた、こらぼ大森など
※区HPからも閲覧可

7地域力推進課区民協働・多文化共生担当
t5744-1204f5744-1323
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